
お 
知 
ら 
せ

行
政
評
価
委
員
会
委
員

を
募
集
し
ま
す

"
飾
区
地
球
温
暖
化
対
策

実
行
計
画
（
区
域
施
策
編
）

策
定
委
員
会
委
員
を
募
集

し
ま
す

葛
飾
区
教
育
振
興
基
本

計
画
策
定
委
員
会
委
員

を
募
集
し
ま
す

葛
飾
区
特
定
健
康
診
査
等

実
施
計
画
策
定
委
員
会
委

員
を
募
集
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
料

休
日
納
付
相
談

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

（
暫
定
・
仮
徴
収
額
）
を

お
知
ら
せ
し
ま
す

国
民
生
活
基
礎
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

製
菓
衛
生
師
試
験
の
願

書
を
配
布
し
て
い
ま
す

区
が
実
施
し
て
い
る
事
務
事

業
の
成
果
や
コ
ス
ト
を
区
民
の

視
点
か
ら
評
価
し
ま
す
。
評
価

結
果
は
区
長
に
答
申
し
ま
す
。

【
活
動
日
時
】

7
月
上
旬
〜
9
月
上
旬
に
8
回
、

平
成
30
年
2
〜
3
月
に
1
回
の

全
9
回
（
月
〜
金
曜
日
の
日
中

2
時
間
程
度
）

【
活
動
会
場
】

原
則
、
葛
飾
区
役
所

【
対
象
】

区
内
在
住
20
歳
以
上
の
方
6
人

【
謝
礼（
1
回
当
た
り
）】

6
千
円

【
選
考
方
法
】

5
月
中
旬
〜
下

旬
に
書
類
選
考
・
面
接
。

【
申
込
方
法
】

論
文
「
よ
り
魅

力
的
な
区
と
し
て
い
く
た
め
に
、

区
が
す
べ
き
こ
と
」（
8
0
0
字

程
度
・
様
式
自
由
）
と
、
住
所

・
氏
名（
フ
リ
ガ
ナ
）・
年
齢
・

電
話
番
号
を
書
い
た
用
紙
を
、

4
月
28
日
㈮（
必
着
）ま
で
に
持

参
か
郵
送
。
電
子
申
請
可
。

【
申
し
込
み
・
担
当
課
】

〒
124‐

8555
葛
飾
区
役
所
政
策
企

画
課（
区
役
所
6
階
6
0
8
番
）

!（
5
6
5
4
）8
1
4
3

「
葛
飾
区
地
球
温
暖
化
対
策

実
行
計
画（
区
域
施
策
編
）（
平
成

30
〜
42
年
度
）」の
策
定
に
当
た

り
、
計
画
内
容
を
検
討
し
ま
す
。

【
対
象
】

区
内
在
住
18
歳
以
上

で
、
月
〜
金
曜
日
の
日
中
に
開

催
予
定
の
会
議
に
出
席
で
き
る

方
2
人
程
度

【
任
期
】

5
月
〜
平
成
30
年
3
月（
予
定
）

【
会
議
開
催
数
】

5
回
程
度

【
謝
礼（
1
回
当
た
り
）】

6
千
円

【
選
考
方
法
】

書
類
選
考
の
上
、

5
月
8
日
㈪
に
面
接
。

【
申
込
方
法
】

募
集
案
内
に
添
付
の
申
込
書

と
、作
文「
区
民
と
し
て
取
り
組

め
る
地
球
温
暖
化
対
策
」（
4
0
0

〜
8
0
0
字
程
度
・
様
式
自
由
）

を
、
4
月
25
日
㈫（
必
着
）ま
で

に
持
参
か
郵
送
。

募
集
案
内
は
区
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
取
り
出
せ
ま
す
。

【
募
集
案
内
配
布
・
申
し
込
み

・
担
当
課
】

〒
124‐

8555
葛
飾
区
役
所
環
境
課

（
区
役
所
4
階
4
1
0
番
）

!（
5
6
5
4
）8
2
2
7

「
葛
飾
区
教
育
振
興
基
本
計

画（
平
成
31
〜
35
年
度
）」
の
策

定
に
当
た
り
、
計
画
内
容
を
検

討
し
ま
す
。

【
対
象
】

区
内
在
住
20
歳
以
上

で
、
月
〜
金
曜
日
の
日
中
に
開

催
予
定
の
会
議
に
出
席
で
き
る

方
3
人
程
度

【
任
期
】

5
月
〜
平
成
31
年
3
月（
予
定
）

【
会
議
開
催
数
】

10
回
程
度

【
謝
礼（
1
回
当
た
り
）】

6
千
円

【
選
考
方
法
】

書
類
選
考
の
上
、

5
月
中
に
面
接
。

【
申
込
方
法
】

作
文
「
葛
飾
区

の
こ
れ
か
ら
の
学
校
教
育
や
社

会
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」

（
Ａ
4
判
縦
置
き
・
横
書
き
、

千
字
程
度
）と
、
住
所
・
氏
名
・

年
齢
・
職
業
・
電
話
番
号
・
志

望
動
機
・
主
な
社
会
活
動
経
験

を
書
い
た
用
紙
を
、
4
月
27
日

㈭（
必
着
）ま
で
に
持
参
か
郵
送
。

【
申
し
込
み
・
担
当
課
】

〒
124‐

8555
葛
飾
区
役
所
教
育
委

員
会
事
務
局
庶
務
課

（
区
役
所
4
階
4
2
7
番
）

!（
5
6
5
4
）8
4
4
9

「
葛
飾
区
特
定
健
康
診
査
等

実
施
計
画
・
葛
飾
区
デ
ー
タ
ヘ

ル
ス
計
画（
平
成
30
〜
35
年
度
）」

の
策
定
に
当
た
り
、
計
画
内
容

を
検
討
し
ま
す
。

【
対
象
】

次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

▽
月
〜
金
曜
日
の
日
中
に
開
催

予
定
の
会
議
に
出
席
で
き
る
方

▽
平
成
29
年
4
月
1
日
現
在
、

葛
飾
区
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
方

▽
平
成
30
年
3
月
31
日
時
点
で

74
歳
以
下
の
方

▽
平
成
25
年
6
月
1
日
〜
28
年

8
月
31
日
の
期
間
に
、
葛
飾
区

特
定
健
康
診
査
を
受
診
し
た
こ

と
が
あ
る
方

▽
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師

で
な
い
方

【
募
集
人
数
】

3
人
程
度

【
任
期
】

6
月
下
旬
〜
平
成
30

年
3
月（
予
定
）

【
会
議
開
催
数
】

4
回
程
度

【
謝
礼（
1
回
当
た
り
）】

7
千
円

【
選
考
方
法
】

書
類
選
考
の
上
、

6
月
上
旬
に
面
接
。

【
申
込
方
法
】

募
集
案
内
に
添

付
の
申
込
書
に
必
要
事
項
と
作

文
「
健
康
診
査
の
必
要
性
に
つ

い
て
」（
8
0
0
〜
千
字
程
度
）を

書
い
て
、
5
月
8
日
㈪（
必
着
）

ま
で
に
持
参
か
郵
送
。

募
集
案
内
は
区
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
取
り
出
せ
ま
す
。

【
募
集
案
内
配
布
・
申
し
込
み

・
担
当
課
】

〒
124‐

8555
葛
飾
区
役
所
国
保
年

金
課（
区
役
所
3
階
3
1
5
番
）

!（
5
6
5
4
）8
1
7
3

保
険
料
の
納
付
な
ど
で
お
困

り
の
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
日
時
】

4
月
23
日
㈰

午
前
9
時
〜
正
午

【
会
場
・
担
当
課
】

国
保
年
金
課

（
区
役
所
3
階
3
1
5
番
）

!（
5
6
5
4
）8
2
1
3

平
成
28
年
度
の
保
険
料
額
を

基
に
計
算
し
た
平
成
29
年
度
の

保
険
料（
暫
定
・
仮
徴
収
額
）の

通
知
書
な
ど
を
、
4
月
中
旬
に

送
付
し
ま
す
。
口
座
振
替
や
特

別
徴
収
で
な
い
方
に
は
納
付
書

を
同
封
し
ま
す
。

な
お
、
平
成
29
年
度
の
一
年

間
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

額
は
7
月
に
決
定
し
ま
す
。

納
付
書
や
口
座
振
替
で
納
め
て

い
る
方
へ（
普
通
徴
収
）

4
〜
6
月
に
納
め
る
保
険
料

の
金
額
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

6
月
分
よ
り
、
年
金
か
ら
の
引

き
落
と
し（
特
別
徴
収
）
に
切
り

替
わ
る
方
へ

4
月
と
5
月
に
普
通
徴
収
で

納
め
る
金
額
と
、
6
月
と
8
月

に
特
別
徴
収
で
納
め
る
金
額
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

平
成
29
年
3
月
に
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
に
加
入
し
た
方
へ

平
成
28
年
度
3
月
分
（
過
年

度
4
月
分
と
表
記
）
と
、
平
成

29
年
度
4
〜
6
月
分
の
通
知
を

送
付
し
ま
す
。
4
月
分
が
同
額

で
2
通
届
き
ま
す
が
重
複
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

2
月
分
を
特
別
徴
収
で
納
付
し

た
方
で
、
引
き
続
き
4
月
以
降

も
特
別
徴
収
の
方
へ

原
則
、
通
知
は
送
付
し
ま
せ

ん
が
、
2
月
分
と
同
額
を
8
月

ま
で
引
き
落
と
し
す
る
予
定
で

す
。た
だ
し
、金
額
が
変
更
に
な

る
方
に
は
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

【
担
当
課
】

国
保
年
金
課

!（
5
6
5
4
）8
5
2
8

保
健
や
医
療
な
ど
国
民
生
活

の
基
礎
的
事
項
を
調
査
す
る
た

め
、
無
作
為
に
選
ん
だ
約
3
5

0
世
帯
に
調
査
員
が
伺
い
ま
す
。

調
査
結
果
は
国
の
厚
生
行
政

の
た
め
に
利
用
し
、
他
の
目
的

に
は
利
用
し
ま
せ
ん
。

【
調
査
期
間
】

4
月
中
旬
〜
6
月
上
旬

【
担
当
課
】

地
域
保
健
課

!（
3
6
0
2
）1
2
3
1

申
込
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、

東
京
都
福
祉
保
健
局
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ（http://w

w
w
.fukushiho

ken.m
etro.tokyo.jp/

）を
ご
覧

に
な
る
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

【
試
験
日
】

6
月
10
日
㈯

【
願
書
配
布
場
所
】

健
康
プ
ラ
ザ
か
つ
し
か
（
青
戸

4‐

15‐

14
）、保
健
セ
ン
タ
ー

【
願
書
受
付
締
切
日
】

5
月
1
日
㈪（
消
印
有
効
）

【
問
い
合
わ
せ
】

東
京
都
福
祉
保
健
局
健
康
安
全
課

!（
5
3
2
0
）4
3
5
8

【
担
当
課
】

生
活
衛
生
課

マイナンバーに関するお問い合わせは

葛飾区個人番号カードインフォメーションセンター
午前8時～午後8時
（年末年始を除く）!0570-66-6754

予約が必要です。
相談日の2週間前
の同一曜日・午前
9時から受け付け。

!5654‐8612
～5

【成年後見センター
出張相談予約先】
葛飾区成年後見
センター
!5672‐2833

予約は必要あり
ません。直接お
越しください。

!5654‐8612
～5

【交通事故相談】
!5654‐8616

福祉総合窓口相談室（区役所2階201番）
（前日までに福祉管理課!5654‐8243
へ電話予約）

保健センター（7面上欄参照）（要電話予約）
健康ホットラインかつしか
（電話相談） !3602‐1244
患者相談窓口（電話相談のみ）
!3602‐1226（専用）
ワークスかつしか（シニア活動支援
センター内） !3692‐3181
消費生活センター（ウィメンズパル内）

!5698‐2311

金町地区センター

新小岩北地区センター

区民相談室

区民相談室

5／1・15・29㈪ 午後1時30分～5時

5／8・22㈪ 午後1時30分～5時

水・金曜 午後1～5時

5／9・23㈫ 午後1～4時

5／18㈭ 午後1～4時

5／2・16㈫ 午後1～4時

水曜 午前10時～午後4時

5／9・23㈫ 午前10時～正午

5／2㈫ 午前10時～午後3時
5／25㈭ 午後1～4時

5／19㈮ 午後1～4時

5／11㈭ 午後1～4時

5／1・15㈪ 午後1～4時
5／8・22㈪ 午前10時～午後4時

月～金曜 午前9時～午後5時

金曜 午後1時30分～3時30分
訪問相談や日時変更も相談に応
じます。

精神科医が相談に応じます。
月～金曜 午前8時30分～午後5時
（水曜のみ午後7時30分まで）
月～金曜
午前9時～正午、午後1～4時

月～金曜 午前9時～午後4時

月～金曜、土曜電話相談5／13㈯
午前9時～午後4時30分

法 律 相 談

不動産取引相談

登記・測量相談

遺言書・遺産分割協
議書の書き方相談

税 金 相 談

成年後見セン
ター出張相談
人権身の上相談
行 政 相 談

建築・リフォーム
なんでも相談

年金・社会保険・
労働問題相談

青 少 年 の
生 活 相 談

住宅修繕相談
区政・一般相談
交通事故相談

福祉サービス
苦 情 調 整

精神保健相談
健康に関する
相 談
患 者 か ら の
医 療 相 談
55歳以上の就業
相談・あっせん

消費生活相談

区民相談室（区役所2階209番） !5654‐8612～5
5月3日（水・祝）・4日（木・祝）・5日（金・祝）
の相談はありません（★印を除く）。

区民相談 5月分
相談に関する資料があればお持ちください。

しごと発見プラザかつしか（テクノプ
ラザかつしか内） !5680‐8765

産業経済課（テクノプラザかつしか内）
（要電話予約） !3838‐5556

新小岩創業支援施設
（要電話予約） !3838‐5556
地域貢献活動サポートデスク（立石
地区センター別館内）
（専門相談のみ要予約）!5670‐7251
障害福祉課（区役所2階201番）

!5698‐1531
自立生活支援センター（ウェルピア
かつしか内）

!5698‐1315 !5698‐1349

総合教育センター教育相談担当
（来所は要電話予約） !5668‐7603

子ども
総合センター

!189（児童相談所全国共通ダイヤル）

男女平等推進センター（要電話予約）
!5698‐2213

男女平等推進センター（要電話予約）
!5698‐2211

区民相談室
Katsushika City Office
葛飾区役所内

!3602‐1386
!3602‐1388

!3602‐1391（専用）

!3602‐1389（専用）

5／1・8・15・22・29㈪午後0時30分～4時30分
5／1・8・15・22・29（Mon）0：30pm～4：30pm
5月8・15・22・29日（星期一）
中午12時30分、至下午4時30分
5月1日中国 咨 休息

火・木曜 午前10時～午後4時
月～金曜 午前10時～午後7時
5／6・20㈯
午前10時～午後5時（要予約）

月～金曜 午前10時～午後5時

月・火・木・金曜 午前10時～午後5時
事業所への巡回もします。
水曜 午後5時30分～7時30分
5／27㈯ 午前9時～午後3時30分
5／1・8・15・22㈪、18㈭
午前10時～午後5時
一般相談 月～金曜 午前9時～午後5時
専門相談 5／12・26㈮ 午後2～5時
（内容により相談日を決定）

月～金曜 午前9時～午後5時

火～土曜 午前10時～午後5時
予約が必要です。詳しくは、自立生活
支援センターにお問い合わせください。

月～金曜 午前9時～午後5時

月～土曜 午前8時30分～午後5時
月～金曜 午前8時30分～午後5時

月～金曜 午前8時30分～午後5時

365日24時間受け付け

月・火・木・金曜 午前10時～午後5時
水曜 午後1～8時（午後5時以降は電
話相談のみ・男性からの相談も可）

月・木曜 午前10時～午後5時

火曜 午後1時30分～4時30分

内 職 相 談

就 職 相 談
あ っ せ ん

中小企業経営相談・
出前アドバイザー

下 請 相 談

創 業 ・ 起 業
相 談 会

ＮＰＯ活 動 に
関 す る 相 談

手 話 相 談

ピアカウンセ
リ ン グ 相 談
教 育 相 談
い じ め 相 談
総 合
発 達
妊娠・出産どう
しようコール
★児童虐待
通報

悩みごと相談
（ 女 性 対 象 ）

女性に対する
暴 力 相 談
法 律 相 談
（ 女 性 対 象 ）

外国人生活相談
ForeignResident’s
AdvisoryDesk
外国人生活咨 室

子
ど
も
の
相
談
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紙面上では市外局番03の表記を省略しています。
（３）


